
お問い合わせ先：稚内年金事務所　　　　 　電話：０1６2-３2-1９41
　　　　　　　　住民生活課 住民グループ　電話：5-1112　告知端末機：5-8812

ねんきん 通信

　厚生労働省では「国民お一人お一人が「ねんきんネット」などを活用しながら、高齢期の生活設計に思い
を巡らしていただく日」として、11（いい）月30（みらい）日を「年金の日」としました。
　この機会に「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、
未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給
見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、稚内年金事務所にお
問い合わせください。

　▷▷ねんきんネットの利用方法は令和元年の広報誌11月号をご覧ください。

　日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きした
り、手数料などの金銭を求めることはありません。

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方

年 金 の 日年 金 の 日
＜１１(いい)月３０(みらい)日は「年金の日」です！！＞＜１１(いい)月３０(みらい)日は「年金の日」です！！＞

年金生活者支援給付金制度について年金生活者支援給付金制度について

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

『ねんきんダイヤル』：０５７０－０５－11６５（ナビダイヤル）

■老齢基礎年金を受給している方
　以下の要件をすべて満たしている必要があ
ります
☞65歳以上である
☞世帯員全員の市町村民税が非課税となっ
ている

☞年金収入額とその他所得額の合計が約88
万円以下である

■障害基礎年金・遺族基礎年金を
　受給している方
　以下の要件を満たしている必要があります
　☞前年の所得額が約462万円以下である

請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　お受け取りの対象になる方には、日本年金機構より10月中旬頃から、請求可能である旨のお知らせを送
付します。
　同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和3年2月1日までに請求
手続が完了しますと、令和2年8月分からさかのぼって受け取ることができます。
②年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場の窓口で請求手続きをしてください。

請求手続きは
お早めに！
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